
事案書（■経営会議  □調整会議） 

開催日：平成２３年１月２０日（木） 

 担当課：市民経済部 保険年金課 

件  名： 大和市国民健康保険条例第 8条（出産育児一時金）の支給額の改正について 

提出理由： 出産育児一時金支給額の条例を改正し恒久措置とすることについて、国民健康保険運

営協議会に諮問するため 

内  容： 

１ 背景 

・健康保険法施行令の改正による支給額を参考

に、大和市国民健康保険条例の出産育児一時

金の支給額を平成 21年 10 月から平成 23年 3

月までの暫定措置として、一児当たり 42万円

に改定した。 

・国においては、暫定措置期間を終えるにあた

り、現状の出産にかかる全国平均約 47万円の

実勢費用と健康保険運営状況を勘案し、来年

度から現行の 42万円を恒久措置とする方針を

示している。 

 

２ 改正の目的 

・「健康創造都市やまと」を将来都市像と掲げて

いる本市においても、出産における被保険者

の経済負担の軽減を図るため、現行の支給額

を恒久措置として維持する。 

 

３ 改正の内容 

・現在、附則において規定している出産育児一

時金の増額に関し、条例本則上に規定する。 

・条例第 8 条第 1 項に規定する出産育児一時金

の額を「380,000円」から「420,000円」に改

める。 

 

４ 所要額等（平成 23年度当初予算） 

420千円×420件＝176,400 千円 

        国庫補助 :114,200 千円 

財 源 一般財源 :114,800千円 

保険税現：157,400千円 

 

【1件（420千円）あたりの財源内訳】 

  40千円 

 国庫補助：140千円×1/4＝110千円 

一般財源：140千円×2/4＝120千円 

保険税現：140千円×1/4＝110千円 

  

 380千円  

一般財源：380千円×2/3＝253千円 

保険税現：380千円×1/3＝127千円 

 

 

※平成 24年度に国庫補助は廃止予定。 

経  過 

H21.15.22 健康保険法施行令等の一部を改正す

る政令の公布 

H21.19.29 大和市国民健康保険条例の一部を改

正する条例公布 

H22.12.12 厚生労働省が 23 年度以降、出産育児

一時金額を 420,000円とする方針を社

会保障審議会医療保険部会に提案し

同会承認 

今後の予定 

H23.2.1 大和市国民健康保険運営協議会に諮問 

H23.2.1 第１回定例会（改正条例案上程） 

H23.4.1 同条例施行 

 


